
ＦＡＸで通知

(1)手続きの流れ

申込者

（建築主・土地所有者・代理人）
区役所

※１　郵送の際は、簡易書留等の個人情報が送れるものをお願いします。郵送事故などの対応はで
きませんので、予めご了承ください。

　この作業は、施主
様の意向もあります
ので、区の担当者も
含め調整をお願いし
ます。

細街路事前相談申込書、添付資料一式
郵送 ※１

立会日設定

立会い

｢細街路協議書｣の提出
｢拡幅図｣の提出

｢拡幅整備施工承諾書｣の提出
｢寄附申出書｣の提出

｢道路敷地使用合意書｣の提出

現地調査完了の連絡

拡幅図に押印し交付

資料収集・現地調査
中心線の表示

建築申請の提出
（拡幅図を添付）

道路種別は飾区のＨＰ「かつしか電子マップ」の
建築基準法道路種別で確認

https://www.sonicweb-asp.jp/katsushika/

お調べの土地の前面の道路種別が42条2項
道路か42条1項5号道路で、申込の必要があ

るかを確認する
細街路整備係 ０３－５６５４－８３５０

過去の整備箇所等の履歴を確認

細街路協議必要 細街路協議不要

協議番号
整備番号

を伝え完結

連絡者のお名前、連絡先、
メールアドレス

お調べの土地の住居表示をFAXで通知

「細街路事前相談申込書」と
「手続きの流れ」のPDFを送付

細街路事前相談申込書の記入
必要資料収集、返送用封筒の作成

受 付

「受付番号表」等
返送

https://www.sonicweb-asp.jp/katsushika/

